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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の中にレンズを挿入するための手動式装置であって、
　レンズを受容するためのレンズ受容部を備えたグリップ本体と、
　グリップ本体内で移動可能に配置された、レンズを眼の中へ挿入するためにガイドされ
たピストンと、
　ピストンに配置された、グリップ体に対してピストンを移動させるための操作部材と、
を備え、
　上記ピストンが、グリップ体に対して回転せずに横方向に移動可能に配置されるととも
に、
　上記操作部材が、中心に貫通開口を有する扁平円筒形で、その外被面に直径方向に相対
して配置される二つの挿入開口を有するピストンヘッドを有し、当該ピストンヘッドが、
閉塞ネジにより上記ピストンに回転可能に取り付けられ、
　上記ピストンが、上記閉塞ネジが螺合するネジ孔を備えたピストンロッドを有し、
　上記操作部材が、上記ピストンヘッドの二つの挿入開口に、開いた端部が挿入される指
環を有することを特徴とする手動式装置。
【請求項２】
　上記指環が、位置固定してピストンヘッドに固定可能であることを特徴とする請求項１
記載の手動式装置。
【請求項３】
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　上記指環が、外科医の親指の受容のために適した大きさの直径を有していることを特徴
とする請求項１又は２記載の手動式装置。
【請求項４】
　上記ピストンが、ガイド溝を有しており、グリップ体内に、ガイド溝内に係合する少な
くとも一つのガイド要素が配置されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項
記載の手動式装置。
【請求項５】
　上記ピストンが、グリップ体内に回転しないように配置されているボールベアリングブ
シュ内をガイドされて移動可能であることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載
の手動式装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前文による眼の中にレンズを挿入するための手動式装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　現代の眼外科においては、濁った本来の眼レンズの人工レンズによる交換は、日常的な
手術に属する。それにもかかわらず、外科医によるこの手術は、非常に確かな腕と大いな
る熟練を必要とする。
【０００３】
　したがって、人工レンズの挿入の際における一定のガイドを可能にする手動式装置、所
謂インジェクタが知られている。一般に、この公知のインジェクタは、グリップ体と、グ
リップ体内でネジにより移動可能なピストンと、を有している。グリップ体の前方領域に
は、レンズ受容部が在って、その中に挿入すべき人工レンズが嵌め込まれる。ピストンの
回転により、このレンズは、レンズ受容部の前方の開口を通って押し出され得、その際レ
ンズは場合によって折り畳まれる。レンズのさらなる前方移動によって、それは、折り畳
まれた状態で眼の中に持ち込まれる。このようなインジェクタを、例えばＵＳ－Ａ－５６
４３２７６号が開示している。
【０００４】
　さらに、本出願人の未公開のヨーロッパ特許出願ＥＰ０１８１０８２３号において、片
手操作を可能にし、それにもかかわらずピストンの確実なガイドを保証する、手動式イン
ジェクタが説明されている。このインジェクタにおいては、ピストンは、ボールベアリン
グブシュ内で横方向に移動可能に軸受されている。正確な横方向の移動は、その中にグリ
ップ体内に配置されたガイド要素が係合するガイド溝により保証される。一つの実施形態
においては、ピストンは、回転せずに横方向に移動可能である。他の実施形態においては
、ピストンは、挿入運動の終わりでピストンの回転を可能にするために、螺旋を有してい
る。これは、人工レンズの導入、特にその眼内での展開を容易にする。しかしながら、こ
の回転は、インジェクタの形態、特に螺旋により前もって決められてしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の課題は、外科医が、装置の確実なガイドおよび安定した保持を妨げることなく
、回転運動の時点および量を自分で決定し得る、冒頭に述べた種類の装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題を、請求項１の特徴部分を備えた装置が解決する。
【０００７】
　本発明による装置は、グリップ体内で移動可能である操作部材を備えたピストンを有し
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ている。本発明によれば、操作部材は、ピストンに対して回転可能である。
【発明の効果】
【０００８】
　これにより、外科医にとって、片手でインジェクタを保持し、レンズを確実にガイドし
て眼内に挿入することが可能である。彼がある時点で操作しようとすると、特にレンズが
眼内に挿入されてレンズが回転されるとき、それは、操作部材が共に回転せずに、ピスト
ンつまりグリップ体の回転により達成され得る。手つまりこの手の親指は、位置を変更す
る必要がない。したがって、外科医にとって、それは、インジェクタの安定した保持を脅
かすことなく、手によって、好ましくは他方の手によって回転を実行することを可能にす
る。
【０００９】
　簡単な実施形態においては、操作部材は、ピストンの操作のために適宜に形成された端
面を備えたピストンヘッドから構成されている。
【００１０】
　好適な実施形態においては、ピストンヘッドに、特に親指のための指環が配置されてい
る。
　さらなる有利な実施形態は、従属する請求項から明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に、本発明の概念が、添付された図面に示されている好適な実施形態に基づいて説
明される。
【実施例１】
【００１２】
　図１において、本発明による眼の中にレンズを挿入するための手動式装置、所謂インジ
ェクタが示されている。
【００１３】
　それは、基本的には、冒頭に述べたヨーロッパ特許出願ＥＰ０１８１０８２３号におけ
ると同様に構成されている。その公開内容つまりこの優先権を主張するＵＳ出願のそれは
、ここに参照によって導入される。
【００１４】
　インジェクタは、インジェクタ体またはグリップ体１を有しており、その中にピストン
２が移動可能に支持されている。グリップ体１もピストン２も、好ましくは金属、特にチ
タンから製造されている。
【００１５】
　グリップ体１は、スリーブ１０を有しており、それはその前端にてグリップ前部１１に
移行している。グリップ前部１１は、その前方の、スリーブ１０とは反対側の端部に、レ
ンズ受容部１３を有しており、対応する人工レンズがレンズ受容部１３の後方に配置され
た導入窓１２を介して嵌め込まれる。
【００１６】
　ピストン２は、ピストンロッド２０を有しており、それはピストン先端２４を備えたピ
ストンニードル２３に移行している。ピストンニードル２３は、好ましくはレンズの種類
に応じて新たなニードルが使用され得るように、ピストンロッド２０と解放可能に連結さ
れている。さらに、それは、使い捨てニードルとしても使用され得る。ピストンロッド２
０は、一体にまたは複数部分から構成され得る。
【００１７】
　ピストン２つまりそのピストンロッド２０は、スリーブ１０内でガイドされ移動可能に
配置されている。ここに示された例においては、このために、ボールベアリングブシュ３
が在って、それはスリーブ１０内にて位置固定して配置されている。好ましくは、それは
、スリーブ１０の後方のピストン先端２３とは反対側の端部に配置されている。好ましく
は、ピストンロッド２０は、ガイド溝２１を有しており、スリーブ１０内，ボールベアリ
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ングブシュ３またはスリーブ１０と固定して連結された他の部分の内部で、ガイド要素３
０好ましくはバネ付勢された金属またはプラスチックボールが配置されている。ガイド要
素３０は、ガイド溝２１内に係合し、そしてグリップ体１に対するその移動の際のピスト
ン２の改良された目標とされるガイドを可能にする。その際、ガイド溝２１は、好ましく
はピストン２が回転せずに横方向に移動可能であるように、直線状に形成される。
【００１８】
　図１において明らかであるように、グリップ体１は、好ましくは、ピストン２が貫通す
る密閉キャップ４により閉じられている。密閉キャップ４および／またはグリップ体には
、好ましくはフランジ４１，４２が配置されており、これらは注射器の場合と同様に外科
医の指のためのストッパとして使用される。好ましくは、第二のフランジ４２は、固定部
材ここではネジにより解放可能にスリーブ１０に固定可能である別体の要素である。これ
により、第二のフランジ４２は、二つのフランジ４１，４２の間隔が外科医の指の太さに
適合され得るように、スリーブ１０に沿って移動可能である。
【００１９】
　ピストン２の後方のピストン先端２４とは反対側の端部に、グリップ体１に対してピス
トン２を移動させるための操作部材が配置されている。この操作部材は、本発明によれば
、ピストン２に対して回転可能であるので、グリップ体１の回転は、ピストン２の回転と
いう結果になるが、操作部材の回転にはならない。好ましくは、それは３６０度回転可能
であるが、揺動のみ許すことも可能である。
【００２０】
　ここに示された例においては、操作部材は、ピストンヘッド６と指環５、特に親指環を
含んでいる。これらは、図２および図３に最も良く見られる。
【００２１】
　指環５は、ピストンヘッド６に位置固定して配置されている。ピストンヘッド６は、扁
平な円筒形として形成されており、それは中心の貫通開口６３を有している。貫通開口６
３内には、肩部が在る。ピストンヘッド６は、閉塞ネジ７により、ピストンロッド２０の
後端と連結されている。ピストンロッド２０は、このためにネジ孔２２を有しており、こ
の中に閉塞ネジ７のネジ山７１が螺合する。ネジヘッド７０とネジ山７１との間にて、閉
塞ネジ７は、肩部７２を有しており、それはピストンヘッド６のそれより軸方向に少し長
く形成されている。さらに、ネジヘッド７０は、直径が貫通開口６３より少し小さい。こ
れにより、ピストンヘッド６は、ピストンロッド２０に対してそして閉塞ネジ７に対して
回転可能である。ピストンヘッド６の自由端面６２または押しボタンは、ピストンをイン
ジェクタを通して押すために、外科医の指特に親指のための押圧面として使用される。端
面６２は、平坦に形成され得、または親指のより良好な受容のための窪みを有し得る。
【００２２】
　ピストンヘッド６の外被面６０には、二つの挿入開口６１が在る。これらは、好ましく
は直径方向に相対して配置されている。これらの挿入開口内には、開いた指環５が、図２
から明らかであるように、挿入され得る。この配置は、指環５が外科医の指の太さに対応
して選択され得、簡単な方法でインジェクタに取り付けられ得るという利点を有している
。
【００２３】
　さらに、上述した操作部材は、それが、操作部材が最適に洗浄され得るように、簡単な
方法で取り付け取り外し可能である比較的僅かな部品から構成されているという利点を有
している。
【００２４】
　操作部材は、外科医にとってピストン２を前方に移動し、その際インジェクタをその前
もって決められた位置に静止して保持することが可能である限り、他の形態を有していて
もよく、他の要素から構成されていてもよい。
【００２５】
　本発明による回転可能な操作部材は、他の手動式インジェクタにおいても使用可能であ
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【００２６】
　したがって、本発明による装置は、ピストンを押圧する手の位置、特に親指の位置が実
質的に変更される必要なしに、インジェクタの任意の角度だけの回転を可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明によるインジェクタの横断面図である。
【図２】本発明による操作部材を備えたピストンの部品を示す分解図である。
【図３】二つの回転位置におけるピストンの一部を備えた本発明による操作部材の斜視図
である。
【符号の説明】
【００２８】
　　１　　グリップ体
　１０　　スリーブ
　１１　　グリップ前部
　１２　　導入窓
　１３　　レンズ受容部
　　２　　ピストン
　２０　　ピストンロッド
　２１　　ガイド溝
　２２　　ネジ孔
　２３　　ピストンニードル
　２４　　ピストン先端
　　３　　ボールベアリングブシュ
　３０　　ガイド要素
　　４　　密閉キャップ
　４１　　第一のフランジ
　４２　　第二のフランジ
　　５　　指環
　　６　　ピストンヘッド
　６０　　外被面
　６１　　挿入開口
　６２　　端面
　６３　　貫通開口
　　７　　閉塞ネジ
　７０　　ネジヘッド
　７１　　ネジ山
　７２　　肩部



(6) JP 4503986 B2 2010.7.14

【図１】 【図２】

【図３】



(7) JP 4503986 B2 2010.7.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特表平０８－５０５５４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０６１７９８４３（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特表平１１－５１３５７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－２９１８５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０１－５０１２９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第００／４９９７５（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　　２／１６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

